
 

 

 

 

福島町過疎地域自立促進市町村計画 

 

平成 22 年度～平成 27 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道福島町 
  

資料１ 



 

 

 



福島町過疎地域自立促進市町村計画 

目次 
１ 基本的な事項 ......................................................................................................... 1 

（1）福島町の概況 .................................................................................................... 1 

（2）人口及び産業の推移と動向 .............................................................................. 2 

（3）行財政の状況 .................................................................................................... 6 

（4）地域の自立促進の基本方針 ............................................................................ 11 

（5）計画期間 ......................................................................................................... 12 

2 産業の振興 ............................................................................................................ 13 

（1）産業振興の方針 .............................................................................................. 13 

（2）現況と問題点 .................................................................................................. 13 

（3）その対策 ......................................................................................................... 23 

3 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 ............................................. 26 

（1）現況と問題点 .................................................................................................. 26 

（2）その対策 ......................................................................................................... 28 

4 生活環境の整備 ..................................................................................................... 31 

（1）現況と問題点 .................................................................................................. 31 

（2）その対策 ......................................................................................................... 32 

5 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 .............................................................. 35 

（1）現状と問題点 .................................................................................................. 35 

（2）その対策 ......................................................................................................... 36 

6 医療の確保 ............................................................................................................ 38 

（1）現状と問題点 .................................................................................................. 38 

（2）その対策 ......................................................................................................... 38 

7 教育の振興 ............................................................................................................ 39 

（1）現況と問題点 .................................................................................................. 39 

（2）その対策 ......................................................................................................... 41 

8 地域文化の振興等 .................................................................................................. 43 

（1）現況と問題点 .................................................................................................. 43 

（2）その対策 ......................................................................................................... 43 

9 集落の整備 ............................................................................................................ 45 

（1）現況と問題点 .................................................................................................. 45 

（2）その対策 ......................................................................................................... 45 

10 その他地域の自立促進に関し必要な事項 ............................................................ 46 

（1）現況と問題点 .................................................................................................. 46 

（2）その対策 ......................................................................................................... 46 

 

  



 

 



1 

 

１ 基本的な事項 

（1）福島町の概況 

ア 福島町の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

当町は渡島半島の南端にあり、総面積は 187.23k ㎡で、東部は知内町、西部は松前町

に、北部は檜山管内上ノ国町に隣接しています。 

地勢は、北に大千軒岳がそびえ、南は紺碧の津軽海峡に面しています。 

地形は、総面積の 93％を超える山岳丘陵によって起伏に富み、これらの山岳・丘陵に源

を発する大小の河川が町内を縦横して津軽海峡に注がれ、比較的大きな河川の流域には、

狭隘ではあるものの平坦地が開けています。 

前浜は両端の町境まで、東は矢越岬、西は白神岬と、延長 27kmの変化に富んだ、道南の

知床と呼ばれる秘境の海岸線を有する道立自然公園を形成しています。 

また、北海道の南端に位置し、対馬暖流の影響を受けて、年間を通じ比較的温暖な気候

に恵まれています。 

町内各地から縄文時代の遺跡が発見されていますが、文献による歴史としては、1189年

（文治 5）に奥洲藤原氏の一族が、渡航して来て定住したことに始まると言われ、その後、

1616年（元和 2）には、松前藩が千軒（知内川上流）で砂金堀りを行ったとの記録があり

ますが、生活形態は漁業が中心でした。 

近年に至り、明治維新後は、それまで 5 つの村（福島村・白符村・宮歌村・吉岡村・礼

髭村）を形成しておりましたが、町村制の施行によって福島町と吉岡村になりました。 

そして昭和 30年には、福島町と吉岡村が合併し、現在の「福島町」が誕生しました。 

その後、昭和 38年には、世紀の大事業といわれた青函トンネル工事が始まり、当町は北

海道側工事基地として長期間にわたり「トンネルのまち」として歩んできましたが、昭和

60年に工事が完了し、昭和 63年には津軽海峡線が開通して、現在に至っています。 

また、当町は全国でも極めて稀な二人の横綱「第 41代横綱千代の山」、「第 58代横綱千

代の富士」という偉大な横綱を輩出した町として、女だけの相撲大会や千代の富士杯争奪

小中学生相撲大会、九重部屋力士の夏合宿など、相撲をテーマとした「横綱の里づくり」

を推進しています。 

当町の経済は、津軽海峡に面しているという自然的・資源的条件を生かして古くからイ

カ釣りなどの沿岸漁業とともに、それらの海産物を利用した水産加工業を基盤としており

ますが、この両基盤の盛衰が、地域経済全体に大きく影響を与えている状況にあります。

漁業においては、海流の変化等に伴う漁業生産量の減尐、輸入水産物の増大また、水産加

工業においては、長びく不況による購買意欲の低下、就業者の高齢化や燃料等の高騰など

の問題に加え、安定的な就業者と原魚の確保に向けた対策とイカの残滓処理などが課題と

なっております。 
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交通網は、函館市を起点とした国道 228 号が唯一の幹線道路であり、交通機関は、昭和

63 年の鉄道廃止に伴う代替バス路線として乗合バス事業者による運行対応が図られていま

す。 

当町は、国道 228号の函館市と檜山管内江差町のほぼ中間に位置しており、1時間 30分

で連絡しますが、本国道は単線道路のため災害時における交通手段の確保が課題であり、

特に函館市とのつながりは、社会的・経済的にも極めて大きなものとなっております。 

 

イ 市町村における過疎の状況 

当町の人口は、昭和 30年実施の国勢調査人口 13,428 人をピークに、漁業不振等によ

る減尐、昭和 40年代からは青函トンネル工事の影響を受け一時的に増加したものの、ト

ンネル工事の完成が近づくに従って人口の流出が始まり、工事完了後には自然減と町外

就労先への転出などの要因による減尐が続いており、年尐人口及び生産人口の減尐と相

まって、高齢者人口の増加が顕著となっております。 

このような状況において、当町では、トンネル工事終了後、基幹産業の振興を積極的

に展開することとし、「過疎地域自立促進市町村計画」を基に就業の場の確保、生産基盤

や生活基盤等の整備を実施し、人口の流出に歯止めをかける努力をしてまいりました。 

しかし、長引く経済不況の影響や、尐子・高齢化等社会環境が著しく変化するなど当

町を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。 

 

ウ 市町村の社会経済的発展の方向の概要 

地域の経済的発展には、地場産業の振興による生産力の底上げと自然を活かした体験

型観光などの特色ある町づくりを組み合わせた施策の展開が必要不可欠です。 

当町の基幹産業である水産業については、養殖コンブ漁業を中心とした栽培漁業が定

着、安定し、漁業生産高の中心を占めています。 

増養殖施設の整備は概ね終えており、今後も安定的な生産を図るため老朽化が著しい

施設の改修や、就業者の高齢化と後継者不足を解消するための若年層の定住促進及び就

業対策が当町の最大の課題となっております。 

また、相撲をテーマとした「横綱の里づくり」によるまちづくりを引続き展開し、は

こだて観光圏など広域的な連携を図りながら観光振興を推進します。 

 

（2）人口及び産業の推移と動向 

当町における総人口は、昭和 30年国勢調査 13,428 人をピークとして、青函トンネル

工事期における人口の増減はあったものの工事終了後は減尐に転じ、平成 17年度国勢調

査では、5,897人となり、45年前の昭和 35年国勢調査人口 12,038人と比較すると、実

に 49.0％と大きく減尐しております。 
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これを年齢構成別で見ると、平成 12年と平成 17年との比較では、年尐人口（0~14歳）

は、27.7％、生産年齢人口（15~64歳）が 17.8％と大きく減尐しています。 

反面、老齢人口は 4.7％の伸びを示しており、高齢者比率も平成 12年の国勢調査では

25.8％、平成 17年では 31.1％となっており、年々上昇しており、年尐人口は逆に 27.7％

減尐しました。 

産業別人口の動向を見ると、総数では平成 12 年と平成 17 年との比較では 598 人

（19.3％）と大幅な減尐となっています。 

平成 17年の就業構造は、第 1次産業 14.7％、第 2次産業 43.0％、第 3次産業 42.3％

となっており、平成 12年国勢調査時と比較すると、第2次産業の減尐が 27.1％と大きく、

建設業及び水産加工業従事者の減尐が主な要因となっています。 

水産加工業については、雇用の場の確保にもつながり、町内商業にも大きく影響を及

ぼすことから、今後も就業者の高齢化に対応した就労環境の整備と安定的な就業者の確

保対策を進める必要があります。 
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表 1-1(1)人口の推移（国勢調査） 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
11,572 △3. 9 11,334 △2. 1 12,562 10.8 11,613 △7. 6

０歳～１４歳 4,000 △18. 7 3,401 △15. 0 3,425 0.7 2,999 △12. 4

6,804 5.8 7,038 3.4 8,072 14.7 7,445 △7. 8

％ － ％ － ％ － ％ －
21.3 22.4 22.3 19.7
％ － ％ － ％ － ％ －

6.6 7.9 8.5 10.1

16.589511.8768

1.32,470 2,806

昭和４０年

実数

昭和５０年昭和４５年

増減率

昭和５５年

増減率実数

687

％

20.3
％

5.7

総数

１５歳～６４歳

区分

4,919

人

昭和
３５年

6,432

12,038

実数

（ｂ）/ 総数
高齢者比率

（ａ）/ 総数
若年者比率

うち
１５歳～
２９歳

６５歳以上
（b）

2,439 △18. 42,29110.3

9.81,169

3.02,543

増減率実数増減率実数

19.01,065

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

10,159△12. 5 8,111 △20. 2 7,430 △8. 4 6,795 △8. 5 5,897 △ 13. 2

2,338△22. 0 1,585 △32. 2 1,142 △27. 9 840 △26. 4 607 △ 27. 7

6,530△12. 3 5,164 △20. 9 4,710 △8. 8 4,205 △10. 7 3,457 △ 17. 8

うち
１５歳～

２９歳（ａ）

％ － ％ － ％ － ％ － ％ －
17.2 13.6 14.1 14.5 12.1

％ － ％ － ％ － ％ － ％ －

12.7 16.8 21.2 25.8 31.1

実数増減率

平成１７年

増減率実数

平成１２年

実数 増減率
区分

（ｂ）/ 総数
高齢者比率

１５歳～６４歳

０歳～１４歳

総数

（ａ）/ 総数
若年者比率

６５歳以上
（ｂ）

増減率実数

平成　７年平成　２年昭和６０年

増減率実数

1,746

1,36210.41,291

714

△32. 21,5785.5

△23. 8 1,106 △36. 7 1,048 △5. 2 △ 27. 5

4.71,833

985 △6. 0

10.91,750
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表 1-1（3）産業別人口の動向（国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実数 構成比 実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率

人 - 人 - ％ 人 - ％

6,913 6,207 △ 10. 2 5,398

％ ％ ％

3,313 47.9 2,950 47.5 △ 11. 0 2,537 47 △ 14. 0

％ ％ ％

3,600 52.1 3,257 52.5 △ 9. 5 2,861 53 △ 12. 2
女

平成12年3月31日 平成17年3月31日 平成21年3月31日
区分

総数

男

表 1-1(2)人口の推移（住民基本台帳） 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

5,023 △ 2. 1 4,437 △ 11. 7 5,600 26.2 5,134 △ 8. 3

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

3,181 △ 10. 0 1,741 △ 45. 3 1,110 △ 36. 2 1,015 △ 8. 6

％ ％ ％ ％

63.3 39.2 19.8 19.8

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

812 61.8 1,511 86.1 3,150 108.5 2,744 △ 12. 9

％ ％ ％ ％

16.2 34.1 56.3 53.4

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

1,030 △ 5. 6 1,185 15.0 1,340 13.1 1,375 2.6

％ ％ ％ ％

20.5 26.7 23.9 26.8

- -

- - - -

昭和45年 昭和50年
区分

総　　数

第一次産業
就業人口比率

68.9

％

3,536

- - -

第二次産業
就業人口比率

第三次産業
就業人口比率

人

昭和35年

実数

人

5,129

人

人

9.8

昭和40年

21.3

502

％

1,091

％

- -

昭和55年

-

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

4,541 △ 11. 6 3,670 △ 19. 2 3,532 △ 3. 8 3,105 △ 12. 1 2,507 △ 19. 3

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

770 △ 24. 1 668 △ 13. 2 516 △ 22. 8 451 △ 12. 6 368 △ 18. 4

％ ％ ％ ％ ％

17.0 18.2 14.6 14.5 14.7

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

2,420 △ 11. 8 1,802 △ 25. 5 1,827 1.4 1,481 △ 18. 9 1,079 △ 27. 1

％ ％ ％ ％ ％

53.3 49.1 51.7 47.7 43.0

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

1,351 △ 1. 7 1,200 △ 11. 2 1,189 △ 0. 9 1,173 △ 1. 3 1,060 △ 9. 6

％ ％ ％ ％ ％

29.8 32.7 33.7 37.8 42.3

- - - -

- - - - -

第三次産業
就業人口比率

-

平成7年

-

第一次産業
就業人口比率

第二次産業
就業人口比率

平成17年

-

平成12年

-

総　　数

区分
昭和60年

- -

平成2年
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（3）行財政の状況 

ア 行政の状況 

近年の経済成長と生活水準の向上、さらには国際化・情報化社会の発展に伴い、行政

に対しては、より近代的かつ高度な行政サービス、専門化が求められています。 

住民に対する行政サービスの向上を図りながら効率的な運営のできる行政組織として

の確立を図るとともに、住民の積極的な町づくり参加を進めていく必要があることから、

まちづくりの主体である町民と、町民からまちづくりの仕事を託された議会・行政が一

体となって「協働によるまちづくり」を進めるため、「福島町まちづくり基本条例」を平

成２１年４月に制定し、町民参画のもとでの協働によるまちづくりを目指しています。 

また、国の地方分権及び地域主権改革の推進に伴い、地域のことは地域に住む住民が

責任をもって決めながら、活力に満ちた地域社会をつくっていく必要があります。 

当町では、このような時代的背景を踏まえて、住民サービスに関する事務事業を点検

するための行政評価を導入し、住民サービスの受け手である町民とサービスの提供者で

ある行政が情報を共有することで、より効率的で効果的なサービスの提供に努めるとと

もに、地方自治体の最大の役割である住民の福祉の増進を図ることとしています。 

広域行政では、広域連携における目的意識を明確にし、住民の行動範囲、生活圏の拡

大、厳しい財政状況下にあって経費節減対策も見込めることから行政ニーズも広域処理

の必要が高まり、当町においても消防、し尿、ごみ処理については、渡島西部広域事務

組合及び渡島廃棄物処理広域連合により広域処理を行っております。 

 

イ 財政の状況 

尐子・高齢化社会が到来し、高度情報化、社会情勢の変化等町民の意識や価値観も多

様化しており、長引く景気低迷の中で「三位一体改革」に伴う国庫補助負担金改革・地

方交付税改革・税源移譲等、財政を取り巻く環境はますます厳しい状況下におかれてお

ります。 

当町においても、地方交付税の減額、人口減、また、税源移譲に伴う町民税の増収の

期待があったものの、課税所得の減尐が著しく、貴重な自主財源である町税等が減尐の

一途をたどっており、今後の財政運営は依然として厳しい状況にあります。 

こうした状況のなか、行政コストの削減を進めて効率的な財政運営を目指す一方、積

極的な財源確保に努め、限られた財源で行政需要に適切に対応しながら財政健全化の改

善を積極的に行い、財政の健全運営を進める必要があります。 

今後は、社会経済の状況変化や、増大する行政需要に適切に対応できるよう努めると

ともに、貴重な自主財源の確保と歳出の抑制を行い、「福島町まちづくり行財政推進プラ

ン」に基づき、健全で持続可能な財政運営を図り、地方債にあっては、健全化判断比率

の「実質公債費比率」の抑制により、後年度の財政負担の軽減に努めながら、適切な財
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政運営をしなければなりません。 

平成 20年における一般会計の状況は、歳入総額 33億 5,865万円、歳出総額 32億 8,952

万円で、財政力指数 0.22、実質収支 2.5％となっています。 

公債費については、平成 20年度末の残高が 48億 3千 9百万円となっております。 

 

ウ 行政運営の状況 

当町では、先の「平成の大合併」において、隣町との合併協議が行われたところであ

りますが、協議が整わなかったことから、当面、自立したまちづくりを進めていくこと

を基本として、多くの町民の方々に参画いただき、財政の健全化を中心に据えた「福島

町自立プラン」を策定し、行財政の健全化に向けてプランを進めてまいりました。また、

「自立プラン」計画期間が平成 21年度で終了したことから、平成 22年度以降 5年間の

町のあるべき姿として新たな指針となる「福島町まちづくり行財政推進プラン」に基づ

き、今後も健全な行政運営に努めるものであります。 

この度の国の政権交代により、地方財政計画においては、「地域のことは地域で決める」

を基本に、地域主権の確立に向けた制度改革に取り組むとともに、地域が必要なサービ

スを確実に提供できるよう地方財政の所要の財源を確保しながら、地域経済を支え、地

域の活力を回復させていくこととしております。このことから、地方交付税においては

増額が期待されるところですが、長引く景気低迷や人口減尐等により町税等の自主財源

の確保が一層難しい状況となっていることから、「まちづくり行財政プラン」などを基に、

町財政の安定的、効率的な運用を図りながら懸案事項の課題解決に最大限の努力が必要

であります。 

平成 22年 4月 1日現在における行政機構は、町長部局 60名、議会事務局 3名、教育

委員会 14名、農業委員会 1名、水道事業 2名、の計 80名です。 
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表 1-2（1）市町村財政の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：千円）

区　　　分 平成12年度 平成17年度 平成20年度

歳　入　総　額　Ａ 4,285,733 3,392,597 3,358,658

　一　般　財　源 2,930,763 2,355,170 2,430,912

　国　庫　支　出　金 348,921 201,471 180,098

　道　支　出　金 250,138 153,197 256,761

　地　方　債 367,700 320,200 169,243

　　うち過疎債 279,800 13,400 7,500

　そ　の　他 388,211 362,559 321,644

歳　出　総　額　Ｂ 4,200,439 3,332,964 3,289,524

　義　務　的　経　費 1,810,905 1,662,025 1,558,476

　投　資　的　経　費 1,106,475 353,013 247,614

　　うち普通建設事業 1,106,475 353,013 240,236

　そ　の　他 747,594 1,024,182 1,343,413

　過疎対策事業 535,465 293,744 140,021

歳入歳出差引額　Ｃ（Ａ－Ｂ） 85,294 59,633 69,134

翌年度へ繰越すべき財源　Ｄ 10,979 10,276

　実質収支　Ｃ－Ｄ 74,315 59,633 58,858

財政力指数 0.229 0.250 0.220

公債費負担比率 19.1 22.7 23.1

実質公債費比率 15.4 15.0

起債制限比率 12.6 12.6 12.6

経常収支比率 85.7 101.8 96.2

将来負担比率 69.3

地方債現在高 6,160,557 6,045,704 4,839,212

（注）１　上記区分については、地方財政状況調（総務省自治財政局財務調査課）の

　　　　記載要領に基づくものであること。

　　　２　平成１２年度から２１年度まで廃置分合等に伴い公示された過疎地域のう

　　　　ち法第３３条第２項による「過疎地域とみなされる区域」については、区域

　　　　ごとの表を作成すること。
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表 1-2（2）主要公共施設等の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

区　　　　　分
昭和45
年度末

昭和55
年度末

平成2
年度末

平成12
年度末

平成20
年度末

市町村道

　改良率（％） 3.48 26.9 42.4 45.8 47.08

　舗装率（％） 1.84 26.9 40.4 44.2 45.37

耕地1ha当たり農道延長（m） 3.97 4.47 8.51 - -

林野1ha当たり林道延長（m） 1.21 8.9 10.56 5.5

水道普及率（％） 81.19 89.47 94.20 91.90 93.90

水洗化率（％） (4.7) 1.1 6.1

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床）

            水洗化率＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）／Ｊ

              Ａ：当該市町村の公共下水道現在水洗便所設置済人口

　　　　　　　Ｂ：当該市町村の農業集落排水施設現在水洗便所設置済人口

　　　　　　　Ｃ：当該市町村の漁業集落排水施設現在水洗便所設置済人口

　　　　　　　Ｄ：当該市町村の林業集落排水施設現在水洗便所設置済人口

　　　　　　　Ｅ：当該市町村の簡易排水施設現在水洗便所設置済人口

　　　　　　　Ｆ：当該市町村の小規模集合排水処理施設現在水洗便所設置済人口

　　　　　　　Ｇ：当該市町村のコミュニティ・プラント処理人口

              Ｈ：当該市町村の合併処理浄化槽処理人口

              Ｉ：当該市町村の単独処理浄化槽処理人口（※）

              Ｊ：当該市町村の住民基本台帳登載人口

（注）１　上記区分のうち「水洗化率」以外のものについては、公共施設状況調（総務省自治財政局財務
　　　　　調査課）の記載要領に基づくものであること。

　　  ２　上記区分のうち「水洗化率」については、次の算式により算定すること。なお、基準日はその年
　　　　度の３月３１日現在とすること。また、ＡからＨまでについては公共施設状況調（総務省自治財政
　　　　局財務調査課）の記載要領に、Ｉについては一般廃棄物処理事業実態調査（環境省大臣官房廃棄
　　　　物・リサイクル対策部廃棄物対策課）の記載要領に基づくものであること。

　　　　　　　　※処理状況調査票〔市町村用〕中、「浄化槽人口」から「合併処理浄化槽人口（農業集
　　　　　　　　　落・漁業集落排水処理施設人口含む）」を差し引いた数値。なお、「平成１９年度末」
　　　　　　　　　とあるのは、「平成１８年度末」とする。

　　　３　平成１２年度から２１年度まで廃置分合等に伴い公示された過疎地域のうち、法第３３条第２項
　　　　による「過疎地域とみなされる区域」については、区域を合算した表及び当該区域を含む市町村全
　　　　体の表を作成すること。
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（4）地域の自立促進の基本方針 

当町においては、福島町総合開発計画における「雇用を支える産業の活性化と掘り起こ

し」などの施策を柱に、「住んでいて良かった」、「これまでも住み続けたい」と実感できる

“まちづくり”の実現を目指して全力で取り組んできましたが、いまだ人口の流失に歯止

めがかからない状況にあります。 

こうしたことから 第４次福島町総合開発計画における重点目標として 

①雇用を支える産業の活性化と掘り起こし 

②健康で快適に暮らせる環境の創出 

③情報の共有と町を支え・育てる人づくり 

以上の３点を掲げ、「住民参加によるまちづくり」、「共に育み、助け合うぬくもりのある

まちづくり」の実現を目指します。 

過疎地域自立促進計画では、過疎地が抱えている一番の緊急課題である「定住促進対策」、

「尐子化対策」の総合的かつ緊急的な対策を講ずる一方で、定住基盤となる雇用の場の確

保を目的とした産業振興の充実・拡大に努めるとともに、生活環境の向上を推進します。 

産業の振興については、基幹産業である水産業を中心に「つくり育てる資源管理型漁業」

の推進を基本として、水産資源の維持・増大のための漁場環境の保全を図り、漁業従事者

の高齢化も顕著なことから、漁業後継者の育成に努め「漁業経営基盤の強化」を図ります。 

また、農林業においては、高齢化及び担い手不足による農業者及び従事者の減尐が深刻

である状況にあることから、後継者育成に努め、経営の安定化と所得向上を目指した取り

組みを進めます。 

なお、地場産業の担い手の育成や合理的な経営感覚を養うため、産学官の連携を促進し

ます。 

交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進に関しては、高齢化が進展する中で

高齢化社会に対応した公共交通のあり方を利用者のニーズに合った形で構築する必要があ

り、各種関係機関と連携を図りながらコミュニティバスなどの導入の検討を進めます。 

また、情報化及び地域間交流の促進にあたっては、ＩＣＴの利活用の方向性を明確にす

る中で、高齢者の安否確認や地場産品の生産向上につながるような基盤の整備を推進しま

す。 

生活関連においては、情報通信環境の向上に努め、基盤整備を活用した施策の展開を図

るとともに、自然環境を将来にわたって引き継いでいくために町内全域で生活排水処理対

策を推進し、浄化槽等によって公共水域の汚濁防止ならびに水洗化による生活環境の改善

を図ります。 

また、現在、地球規模で深刻な問題となっている地球温暖化に対応するため、当町の地

域特性を踏まえながら、省エネルギー化を地域レベルから実践する取り組みを進めます。

併せて、町民や事業者が温暖化対策への関心を高め、これを行動に移すよう意識の向上を



12 

 

図ります。 

高齢化社会の進展や生活様式の変化などにより、一人暮らしの高齢者が増加しているこ

とから、高齢者が生きがいをもって住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域全体で

支える体制を構築するとともに、これらを支える人材の確保に努めます。 

また、生活習慣や食生活が時代とともに変化し、それに伴って疾病構造も変わってきて

おり、生活習慣が発病に深くかかわっている糖尿病、がん、脳卒中などの重篤な患者の割

合が増加している傾向にあり、日常生活における生活習慣の改善やがん検診率の向上を図

ることで、早期発見・早期治療につなげる取り組みを積極的に推進します。 

高齢化が進行する中で、要介護状態に陥る方も多くなってきている状況にあることから、

町民一人ひとりの健康を維持し年々増加する医療費の抑制や要介護状態になることを予防

し、健康づくりや介護予防等を推進するため、各種の保健・福祉・医療施策の充実を図る

とともに、高齢者や身体障害者等の通院や買い物などにおける移動手段の確保を図ります。 

教育の振興については、自然や社会とのふれあいを大切にした活動の展開とあわせ、子

どもたちが学ぶ意欲を高めて心豊かに「生きる力」を育んでいくことのできる環境の構築

図るとともに、大学との連携による活動展開などにより、将来を担う人材の育成に努めま

す。 

地域文化の振興では、松前神楽などの地域に根ざした伝統文化の保存伝承に努めるとと

もに、先人が培った歴史や文化を通じてふるさとに対する誇りと愛着を育む活動を進めま

す。 

 

（5）計画期間 

本計画期間は、平成 22年 4月 1日から平成 28年 3月 31日までの 6か年間とします。 
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2 産業の振興 

（1）産業振興の方針 

ア 現況と問題点 

当町の産業については、長引く経済不況や水揚高・生産量の減尐、さらには、購買

力の町外流出等の要因により、それぞれの産業において大変厳しい状況におかれてお

ります。 

また、就業者の高齢化が著しく、後継者不足が深刻な問題となっており、基幹産業

の担い手となる後継者の育成が急務となっています。 

 

イ その対策 

当町の基幹産業である水産業において、漁業者等が生まれ育った地域において安定

的な生活を営み暮らし続けるため、コンブ養殖などのつくり育てる漁業の拡大を図る

とともに、各産業分野において生産力の向上を図るための環境整備を促進します。 

また、産業の担い手となる後継者を育成するため、大学等のノウハウを活用した研

修・研究機会を設けるなど、従業者の技術の向上に努めます。 

 

（2）現況と問題点 

ア 農林水産業の振興 

○農業の振興 

当町の農業は気候的に恵まれているものの、地形的条件は悪く、農耕地は狭隘で就

業者の高齢化と後継者不足によって経営規模も零細となっており、農家戸数も減尐傾

向にあるため、生産体制の弱体化や農業活動の低下が懸念され非常に厳しい状況にあ

ります。 

このような状況の中で、農業生産を安定的に発展させ農業を取り巻く社会情勢の変

化に適切に対応できる高い技術と優れた農業監理能力を持つ農業者の育成が急務であ

ります。 

後継者の就農及び新規就農の促進が重要なことから、受入体制の整備や耕作放棄地

も含めた農地の有効利用に努め、安定した収入が得られる作物づくりが必要でありま

す。 

また、近年エゾシカ・ヒグマ等による鳥獣被害が拡大していることから、これらの

対策を講じる必要があります。 
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農家数・農家人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営土地の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営階層別構成 

 

 

 

 

 

  

第１種 第２種

昭 和 50 年 259 8 251 7 244 1,290 638 652

昭 和 55 年 247 9 238 7 231 1,146 573 573

昭 和 60 年 206 18 188 6 182 873 432 441

平 成 元 年 186 18 168 9 159 750 362 388

平 成 5 年 181 24 157 5 152 627 289 338

平 成 10 年 154 29 125 9 116 520 232 288

平 成 15 年 105 9 96 3 93 351 161 190

平 成 17 年 80 X X X X 242 120 122

X：秘密保護上数値を公表しないもの

資料：農林水産省「2005農林業センサス」

計 男 女

農家人口（人）

専業総数 兼業
区分

農家戸数（戸）

(単位:ha)
耕地計

作付田 その他 普通畑 その他 牧草地

昭和50年 149 83 50 33 66 35 31

昭和55年 135 79 57 22 56 34 22

昭和60年 215 77 49 28 138 114 24

平成 元年 207 52 40 12 155 138 17

平成 5年 122 68 38 30 54 46 8

平成10年 141 73 28 45 68 67 1

平成15年 134 73 26 47 61 61 0

平成20年 106 62 - - 44 - - -

資料：農林水産省「平成19年（産）作物統計調査

区　分
水田計 畑計

農　家 １戸当り

総　数 農用地面積 3ha未満 3～5 5～1515ha以上

昭和50年 259 1 255 3 1 -

昭和55年 247 1 243 1 3 -

昭和60年 206 1 202 2 2 -

平成元年 186 103 182 3 1 -

平成5年 181 1 175 2 3 1

平成10年 154 1 149 3 1 1

平成15年 105 1 101 3 1 -

平成17年 80 X X X X X

X：秘密保護上数値を公表しないもの
資料：農林水産省「2005農林業センサス」

区　　分
経営規模別農家数（戸）
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家畜飼育状況の推移 

 

 

主要農産物別生産量・生産金額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区　分

飼養 飼養 1戸当り 飼養 飼養 1戸当り 飼養 飼養 1戸当り 飼養 飼養 1戸当り 飼養 飼養 1戸当り

年　次 戸数 頭数 頭数 1～4頭 5～9頭10頭以上戸数 頭数 頭数 戸数 頭数 頭数 戸数 頭数 頭数 戸数 頭数 頭数

昭和50年 4 9 2.2 4 - - 6 25 4.1 5 5 1 9 296 33 5 9,507 1,901

昭和55年 2 7 3.5 2 - - 1 1 1.0 2 2 1 7 310 44 1 4,800 4,800

昭和60年 1 4 4.0 1 - - - - - 1 1 1 4 169 42 1 4,980 4,980

平成元年 - - - - - - - - - 1 1 1 4 500 500 2 282,000 141,000

平成 5年 - - - - - - - - - 1 1 1 1 500 500 2 303,000 151,500

平成10年 - - - - - - - - - 1 2 2 - - - 1 250,000 250,000

平成15年 - - - - - - - - - 1 2 2 - - - 1 200,000 200,000

平成19年 - - - - - - - - - - - - - - - 1 X X

X：秘密保護上数値を公表しないもの
資料：農林水産省「平成19年畜産統計調査」

にわとり乳　　　　　　　牛

生後24月以上飼養農家数(戸)

肉　　用　　牛 馬 豚

区分 その他 1戸当り

年次 生産量 生産額 生産量 生産額 生産量 生産額 生産量 生産額 生産額 生産額

戸 t 百万円 t 百万円 t 百万円 t 百万円 百万円 百万円

259 269 68 322 12 17 4 34 22 4 110 424

昭和 55年 247 62 65 462 19 8 3 36 44 3 134 542

昭和 60年 206 215 65 573 7 14 4 38 44 6 126 611

平成 元年 186 177 30 576 28 40 8 35 33 8 107 575

平成 5年 181 168 40 551 278 5 7 55 52 14 141 779

平成 10年 154 125 29 473 4 4 16 28 29 0 78 506

平成 15年 105 21 217 3 70

平成 18年 80 47 X - - 9 X 35 10 - - -
X：秘密保護上数値を公表しないもの
資料：農林水産省「平成18年（産）作物統計調査」

野菜
総生産額

昭和 50年

農家数
米 馬鈴薯 雑穀・豆類
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○林業の振興 

林業は輸入木材との競合により、国産材の価格の低迷など取り巻く情勢は厳しく、

事業活動が停滞しており、森林の整備や保全に支障を来たし、その機能の持続的発揮

が危ぶまれている状況にあります。 

当町は、温暖多雨な気候からスギを中心とした針葉樹の造植林に努めてきましたが、

林業就業者の高齢化と収益性の低下が相まって造林に対する意欲の低下に繋がってお

り、後継者の育成や森林が持っている公益的機能の向上に努め、造林・保育管理・治

山事業などの推進を森林組合等の関係機関と連携を図りながら進める必要性がありま

す。また、スギの地場消費や間伐材の利用促進、特用林産物のシイタケの品質・生産

向上や新たな特用林産物の開発が必要となっております。 

 

○水産業の振興 

当町の漁業は、津軽海峡のイカ釣り、ウニ漁などの沿岸漁業を主として営んでおり

ましたが、近年は、コンブ養殖やマグロ漁などが生産量の大半を占めております。 

特にコンブ養殖については、生産者の努力により年々生産及び製品づくりの技術は

向上し、安定傾向にあるものの、生産の担い手である漁業者の高齢化が進んでいます。 

養殖施設については、設置から相当年数が経過し、施設の老朽化が進んでおり、安

定的な生産力を維持するための施設整備が課題となっています。 

若年漁業者を中心とした生産拡大を目指し、活力ある漁業経営に向けた生産環境を

確立することが必要であります。このため、アワビ・ウニ・ナマコ等の放流事業を積

極的に進め、生産高と所得の向上を目指したつくり育てる資源管理型漁業の推進に努

める必要があります。 

漁港整備については、衛生管理や高齢漁業者の利用が容易な漁港整備を進めるとと

もに、漁場においても藻場造成等を行うことにより漁場環境保全に努め、新たな「つ

くり育てる漁業」、「管理型漁業」の推進を基本として、生産性の高い漁業を目的に高

齢者、女性に配慮した漁業就労関係の整備、付加価値向上の流通改善への取り組み、

更には漁業後継者の育成、漁業協同組合の経営組織強化促進などを図りつつ、合理的

かつ効果的な施策を展開する必要があります。 
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漁業協同組合経営体の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：港勢調査） 

 

階層別漁業経営体の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：港勢調査） 

 

漁船の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：港勢調査）  

地区別

年度

昭和60年度 490 246 244 -

平成元年度 415 195 220 -

平成５年度 394 190 204 -

平成10年度 281 - - 281

平成15年度 260 - - 260

平成20年度 216 - - 216

総数 吉岡 福島 福島吉岡

区分

年度 0～5 5～10 10以上

昭和60年度 490 44 295 14 48 401 5 84 490

平成元年度 415 14 279 9 33 335 5 75 415

平成5年度 394 16 235 5 34 290 20 84 394

平成10年度 281 11 144 3 34 192 10 79 281

平成15年度 260 17 111 2 22 152 20 88 260

平成20年度 216 15 73 5 20 113 31 72 216

定置網 養殖
個人
経営体

動力総数
計無動力

漁船使用

隻数 トン数 隻数 トン数 隻数 トン数 隻数 トン数 隻数 トン数 隻数 トン数 隻数 トン数

740 2,870 704 2,201 658 1,676 592 1,394 513 1,494 543 1,134 500 1143.3

130 65 72 37 24 13 16 8 11 5 17 12 15 7.3

計 610 2,805 632 2,164 634 1,663 576 1,386 502 1,489 526 1,122 485 1136

船外機付 369 214 416 246 451 256 427 243 417 241 411 245 373 230

３トン未満 91 205 90 203 66 155 45 106 47 112 28 66 24 60.2

３～５トン 63 261 61 246 68 275 65 258 1 293 63 253 60 237.7

５～１０トン 18 141 13 102 9 68 5 36 3 21 2 16 5 38.4

１０～２０トン 44 838 40 747 34 635 30 546 30 528 19 324 20 351.1

２０～５０トン 22 941 10 443 6 274 4 197 1 30 1 30 1 29.7

５０トン以上 3 205 2 177 0 0 0 0 3 264 2 188 2 188.9

平成１０年度 平成１５年度 平成２０年度
区　　分

総数

無動力船

動
力
船

昭和５５年度 昭和６０年度 平成元年度 平成５年度
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漁業別生産量・生産額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅海養殖漁業の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：水産グループ）  

魚種

年度 ほっけ いか ます うに あわび さけ その他 計 コンブ ワカメ 計 コンブ ワカメ 計

生産量（ｔ） 2,338 1,513 261 16 1 9 685 4,823 166 24 190 11 1 12 5,025

生産額（千円） 143,350 681,942 102,111 113,737 4,380 2,522 284,983 1,333,025 166,580 19,793 186,373 9,884 1,552 11,436 1,530,834

生産量（ｔ） 3,333 635 439 22 1 136 356 4,922 100 4 104 147 1 148 5,174

生産額（千円） 235,458 318,914 157,746 176,884 2,600 53,786 185,248 1,130,636 70,676 3,182 73,858 146,394 1,498 147,892 1,352,386

生産量（ｔ） 2,516 1,083 77 18 2 86 316 4,098 138 19 157 322 1 323 4,578

生産額（千円） 90,568 438,217 56,770 206,335 18,992 22,849 248,790 1,082,521 162,172 10,880 173,052 468,851 521 469,372 1,724,945

生産量（ｔ） 625 1,645 48 135 1 57 268 2,779 17 0 17 357 0 357 3,153

生産額（千円） 30,574 384,956 43,785 177,358 4,510 20,260 371,918 1,033,361 20,954 137 21,091 615,782 338 616,120 1,670,572

生産量（ｔ） 242 700 62 123 4 46 420 1,597 15 0 15 510 0 510 2,122

生産額（千円） 9,290 334,729 34,633 171,779 26,414 8,097 202,133 787,075 16,872 616 17,488 601,082 115 601,197 1,405,760

生産量（ｔ） 348 452 26 132 1 17 369 1,345 14 1 15 415 0 415 1,775

生産額（千円） 12,930 165,028 16,423 142,741 7,395 2,536 355,329 702,382 13,326 1,847 15,173 632,801 19 632,820 1,350,375

生産量（ｔ） 37 324 18 84 2 0 201 666 17 3 20 405 405 1,091

生産額（千円） 2,238 128,150 11,918 92,843 11,850 48 365,883 612,930 19,547 3,311 22,858 614,399 614,399 1,250,187
平成20年

鮮魚 天然海草 養殖

平成5年

平成10年

合計区分

昭和55年

昭和60年

平成元年

平成15年

区分

年度
経営
体数

施設
台数

生産量 生産額
経営
体数

施設
台数

生産量 生産額
経営
体数

施設
台数

生産量 生産額
捕獲数
（尾）

採卵数
（千粒）

放流数
（千尾）

台 ｔ 千円 台 ｔ 千円 台 ｔ 千円

56 175 12 11,436 56 175 11 9,884 0 0 1 1,552
オス 2,078
メス 1,537
 計　3,618

3,400 4,500

84 400 148 147,892 84 400 147 146,394 0 0 1 1,498
オス 1,725
メス 2,731
 計　4,456

3,499 4,191

75 525 323 469,371 75 525 322 468,851 0 0 1 520
オス 6,509
メス 5,293
 計　11,802

11,923 3,826

84 525 357 616,120 84 525 357 615,782 0 0 0 338
オス 5,226
メス 2,343
 計　7,569

5,078 3,810

79 525 379 601,197 79 525 379 601,082 0 0 0 115
オス   937
メス 1,121
 計　2,058

16,701 4,180

88 565 415 632,820 83 565 415 632,801 5 0 0 19
オス 2,400
メス 1,891
 計　4,291

2,127 4,639

72 56 405 614,399 70 56 405 614,399 2 0 0 0 909 - 4,208

こんぶ わかめ 川さけ新魚捕獲

昭和55年度

平成20年度

総数

昭和60年度

平成元年度

平成5年度

平成10年度

平成15年度
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イ 起業の促進 

当町では、海に面しているという地理的特性を活かし、漁業はイカ釣りなどの漁船

漁業から増養殖漁業への転換を図りながら進んでおります。 

また、水産加工業は、「日本一のスルメの町」として全国でもトップレベルの品質と

生産量を誇っています。 

農業においては、休耕水田を利用した野菜、そば及びブルーベリー栽培への取り組

みがなされ、複合経営により事業展開がなされているところです。 

このような中で、農業及び水産業において、新たな試験事業をきっかけとし、若い

後継者が就労しやすい環境づくりと生産力の向上につながるような新たな芽づくりを

促進する必要があります。 
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ウ 商業の振興 

近年、生活水準の向上及び情報メディアの多様化等に伴い、消費者ニ―ズは大きく

変化してきており、中核都市への商業機能の集積、交通網の整備と車社会の発展に伴

う日常生活圏及び消費者行動の広域化がますます進んでいます。 

当町の商業は、近年の尐子高齢化と相まって、商工業者数や商工会加盟員数ともに

減尐傾向を示し、購買力の町外流出、後継者不足の要因により店舗の減など、商業を

取り巻く環境は非常に厳しい状況にあります。 

また、町内中心部に位置する商店街は、休業等による空き地も目立つなど、快適な

ショッピング街としての形成が不十分な状況となっています。 

こうした状況の中になって、高齢化が一段と進む状況を踏まえ、高齢者に優しいサ

ービスを目指し、商店が個々の独自性を発揮し、地域に密着した魅力ある商店街の環

境整備を進めるため、商工会など関係機関との連携強化を図り、消費者の利便性を高

め経営の効率化に努める必要があります。 

 

 

商業統計 

 

  

商店数 従業員 販売額 商店数 従業員 販売額 商店数 従業員 販売額 商店数 従業員 販売額 商店数 従業員 販売額
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

12 65 1,612 5 33 989 5 18 623 4 16 1,754 8 19 1,155

小売業 104 368 5,161 99 321 4,706 96 331 4,329 92 334 3,853 87 308 3,187

計 116 433 6,773 104 354 5,695 101 349 4,952 96 350 5,607 95 327 4,342

平成１９年度
区分

平成６年度 平成９年度 平成１１年度 平成１４年度

卸売業
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エ 工業の振興 

当町の工業は、食料品製造業、コンクリート製造業、水産加工業を中心に進められ

ております。 

なかでも水産加工業は、当町の経済に大きな影響を及ぼす就業機会の場として、町

民の生活向上を図る上でも重要な基幹産業となっております。 

しかし、規模的にも中小企業が大部分を占めており、更には就業者の高齢化が大き

な問題となっております。 

 

 

 

工業統計 

 

 

 

  

工場数 従業員数 出荷額 工場数 従業員数 出荷額 工場数 従業員数 出荷額 工場数従業員数 出荷額 工場数 従業員数 出荷額
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

7,403 5,887 4,106 2,883 2,735

木材・
木製品
製造業

4 27 228 4 26 244 － － － － － － － － －

計 41 865 8,431 38 825 7,016 25 653 5,950 16 473 4,093 14 357 3,694

平成１９年度

9 257

2

100 959

3

区分

3

平成元年度 平成５年度 平成１０年度

80 31,527

その他
製造業

9 77 219 2317

土　石
製　品
製造業

2 43 581 2 34 588

763297887

食料品
製造業 71826 4971967725 11

平成１４年度

363

110 1,210
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オ 観光の振興 

当町は、津軽海峡に面した日本海交易の歴史を有し、観光素材として青く澄んだ海

とダイナミックな海岸線、そして道南の秀峰大千軒岳といった豊かな自然環境に恵ま

れており、エゾキリシタン殉教地に代表される独特な歴史と文化を有しています。 

また、「千代の山」｢千代の富士｣という全国でも極めて稀な二人の横綱の出身地、そ

して世紀の大事業といわれた青函トンネル工事基地跡地としての資源も有しています。 

こうした中で、「横綱の里づくり」のシンボル施設として「横綱千代の山・千代の富

士記念館」の建設をはじめ、更にはトンネル工事を後世に伝える「青函トンネル記念

館」の整備を進めてきたところであり、北海道新幹線開業に向けて、これらの素材を

活用した広域観光ルートの確立を図るため、近隣町や民間との連携が必要であります。 
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（3）その対策 

ア 農林水産業 

○農業の振興 

① 就業者の高齢化及び担い手不足による農業者の減尐が著しいことから、関係機関

などと連携し、後継者育成のための研修機会を設けて就農者の確保に努めるととも

に、農地の有効利用を図ります。 

② 農業経営の安定化を図り農業者の所得向上を目指すほか、食育、地産地消を推進

し、新規作物の栽培試験や特産作物に対する支援策を強化し、産学官連携による農

業振興と地域の活性化を図るとともに、農業協同組合の基盤強化を推進します。 

③ 鳥獣等の増加により農作物等の食害被害が多発していることから、生産物の安定

的生産量を確保するため、被害防止策を総合的かつ効果的に実施します。 

 

○林業の振興 

① 助成制度を活用した民有林の適正管理及び町有林の整備・保全を進めるため、林

道や作業道などの整備による効率化を図るとともに、林業後継者の育成・確保、自

立した森林組合の運営体制の強化、木工製品の消費拡大などの取組を推進します。 

 

○水産業の振興 

① 生産基盤である漁港の計画的整備と高齢者の荷揚げ作業の軽減を図るなど利用し

やすい漁港施設の整備を進め、漁業就労環境の改善に努めるほか、食育や地産地消

を推進し、コンブ養殖の安定的な生産を図るため、施設改修等の整備を進めます。 

② 漁場の藻場造成を行い環境保全に努めるとともに、アワビ・ウニの人工種苗やナ

マコ稚仔等を放流するなど資源の維持・増殖を図るほか、未活用資源等の調査・利

活用について、産学官連携による水産業振興と地域の活性化を図ります。 

③ 消費者ニーズを的確に把握し、スルメ、マグロ、コンブ等の特産品のブランド化

を推進するとともに、消費拡大に向けた流通機能の強化を図ります。 

④ 漁業後継者や新規漁業の就労対策について、漁業協同組合と連携を進めます。 

 

イ 起業の促進 

① 地域資源の有効活用と新規農水産物を開拓するとともに、起業者の掘り起こしを

進め産業の底上げを図ります。 

 

ウ 商業の振興 

① 購買力の向上を図るため、商業者が一体となったイベント活動などや、インター

ネット販売などの多様な販売方法の導入により販路の拡大に努め、商店が個々の独
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自性を発揮し、地域に密着した魅力ある商店街の環境整備づくりを進めます。 

② 中小企業の指導体制の強化を図るため、商工会との連携を図り経営改善普及事業

にかかる助成を実施します。 

 

エ 工業の振興 

① 水産加工業の生産基盤の促進を図るため、就業者の高齢化に対応する新技術・装

置の開発に努めながら、就業者の確保に向けた対策を推進します。 

② 町の融資制度や各種制度資金の活用により経営の安定を図るとともに、産学官連

携により地場産製品の高付加価値化に努めるほか、インターネット販売などによる

多様な販売方法の導入による販路の拡大を図ります。 

 

オ 観光の振興 

① 「横綱千代の山・千代の富士記念館」と「青函トンネル記念館」を連動させ、町

内入り込み客の増加を図ります。 

② 松前矢越道立自然公園に代表される海岸線や大千軒岳などの豊かな自然景観を利

用した体験型観光の確立に努めるとともに、観光素材を活用した広域観光ルートの

確立を図るため、近隣町や関係機関との調整を進めます。 

③ 観光協会や産業団体と連携しながら体験型観光の確立に向けた取り組みを進める

とともに、体制の充実のため、観光協会組織の支援体制等について強化を図り、は

こだて観光圏をはじめとした広域観光の推進を図ります。 
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（1）基盤整備 鳥獣被害対策事業 福島町

　農業 ・電気牧柵等設置

L=8,300m

森林整備事業（町有林整備事業） 福島町

　林業 ・通常保育、機能増進保育

公費造林事業

　水産業 ・新植、保育

養殖けい留施設設置事業 福島町

・現況調査

・コンブ養殖ブロック設置

（2）漁港施設

塩釜地区船揚場整備事業 福島町

・道路拡幅に伴う船揚場の機能拡充

（3）経営近代化施設

　水産業 種苗生産事業 その他

・施設管理費 漁組

ウニ種苗中間育成施設整備事業

・取水ポンプの取替 福島町

製氷施設整備事業

・製氷施設設計調査 福島町

（8）観光又はレクリエーション 横綱記念館大型映像システム整備事業 福島町

・大型映像システム整備

横綱記念館映像ソフト制作事業 福島町

・映像ソフト制作

横綱記念館映像ＢＯＸ整備事業 福島町

・映像ＢＯＸ6台

観光パンフレット作製事業 福島町

・観光パンフレット6万部

横綱の里づくり事業 福島町

・千代の富士杯相撲大会

・九重部屋力士招聘

青函トンネル記念館映像展示整備 福島町

・北海道新幹線開業に合わせた映像政治整備

大千軒岳奥二股トイレ整備事業 福島町

・登山者用トイレ整備

（9）過疎地域自立促進特別事業 果樹栽培振興事業 福島町

・ブルーベリー苗木等購入助成

　1,500本

ウニ移殖放流事業 その他

・キタムラサキウニ 漁組

　移殖放流　360ｔ

産学官連携産業活性化事業 福島町

・講師謝金・旅費

・商品開発及びマーケティング

地域経済消費拡大活性化事業 その他

・プレミアム付商品券発行補助金 商工会

（10）その他 地域おこし協力隊推進事業 福島町

・都市住民を受入

・観光振興業務の支援

地場産研究会支援事業 福島町

・地場産製品の宣伝

　　　　　事業計画（平成２２年度～２７年度）

事業
主体

１　産業の振興

自立促進
計    画

事　業　名
（施設名）

事業内容
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3 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 

（1）現況と問題点 

ア 道路 

町内を縦断する国道 228 号は、町民生活の維持向上と産業の振興に重要な役割を果た

していますが、函館を起点とした国道が唯一の幹線道路となっているため、観光シーズ

ンにおける交通渋滞や災害時における通行止めなどが生じると生活機能が寸断されるこ

とが予想され、安全性の高い道路の確保が求められております。 

こうした中、北海道縦貫自動車道と接続する地域高規格道路（松前半島道路）が依然

として遅れている状況にあり、総合交通ネットワークの整備を図るうえからも早期実現

が望まれております。 

 

更に道々の整備については、現在、岩部渡島福島停車場線が事業実施されております

が、産業の基盤道路及び通学路としての交通安全対策上からも、早期の道路改良整備が

課題となっています。 

また、町道においては、市街地整備等の一定の整備が進んでおりますが、今後は安全

面における維持補修について、実施していく必要があります。 

道南地域の中でも降雪量の多い当町においては、冬期間の安全で快適な道路交通の確

保は、日常生活や地域振興上重要な課題となっており、安定的な除排雪体制の確保が求

められています。 

 

 

 

道路の状況 

（資料：道路現況調査） 

  

数 数 数 数
m m % m m m

2 － － 9 170 9 170

246 7 65 56 797 63 860

2 12 12

区分
道路

延長

－
100.00

国道

舗装率内舗装済

105,180

24,900

延長

9,709

46,343

24,900

9,709

幹線道

生活道

24

222

100.00

44.1

町道
内訳

延長

12,553

33,790

34.8

48.9

2

うち橋梁
木橋 永久橋 計

38

333

道道

町道

－ 756

2536,096

69,084 5275

756

延長

30

35

23

33

303

494
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イ 交通 

当町の交通体系は、昭和 63年のＪＲ松前線廃止後にバス路線のみが運行されている状

況となっておりますが、高齢化や尐子化の影響で利用者の減尐が続いていることから、

利用実態に応じたダイヤ改正や車輛規格等の調整を図るとともに、合理的かつ利便性に

配慮した運行体制を確立する必要があります。 

また、高齢者や身体障害者等の交通弱者に対する通院や買い物、学校統廃合に伴う児

童・生徒の通学手段の確保等、町内における総合的な交通体系の在り方の検討が必要と

なっています。 

 

ウ 通信 

情報化社会の進展に伴い携帯電話については、主要各社が町内の利用エリアの拡大を

図るため基地局を建設したこともあり、急速に普及が進みましたが、安定的で健全な受

信状況の確保が求められています。 

また、テレビについては、地上波デジタル放送に対応した福島・白符テレビ中継局の

整備が終了し、共同受信施設の改修も進んだことから町内全域において視聴が可能な状

況となっておりますが、地理的な要因による新たな難視聴地域が存在するため、その対

策が急がれています。 

災害時に最も頼りになる「AM ラジオ電波」は、町内各所において難聴状態が続いて

おり、安定的な電波の確保が求められています。 

 

エ 情報化の推進 

当町の情報化については、行政機関におけるネットワーク整備やホームページの開設

のほか、総合行政ネットワーク（LGWAN）、北海道電子自治体プラットホーム構想（HARP

構想）の推進など電子自治体の確立に向けた整備が図られています。 

また、地域においては、パソコンやインターネットの普及によりブロードバンドを利

用できる一定の環境が整備されていますが、高齢化率が高い当町においては、インター

ネットの利用度も低い状況にあり、高齢者や障害者などが活用するための支援策が課題

となっております。 

今後、インターネットを利用した新たな行政サービスの推進及び情報発信の充実に向

け高速通信インフラ整備が不可欠になっております。 

 

オ 地域間交流 

先の平成の大合併の影響により、青森県三厩村と友好町村の解消を余儀なくされたと

ころでありますが、全国で福島町という町名を持つ共通点から平成 5 年には旧長野県木

曽福島町（現：木曽町）と旧長崎県福島町（現：松浦市）とで締結した友好締結は、合
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併後における市町と新たな友好の証を締結し、今後も児童・生徒間の交流を中心に定期

的な交流事業を実施していくこととしております。 

今後は、大学等との連携協定による学生などとの交流を促進し、地域の活性化や人材

育成などにつなげていくことが必要です。 

 

（2）その対策 

ア 道路 

① 生活圏の拡大、物流の確保、救急医療などに対応するため、災害に強く安全性の高

い国道・道々の整備と地域高規格道路の早期完成を関係機関と連携しながら推進しま

す。 

 

② 町道については、通行の安全性や快適性を高めるための維持補修を計画的に実施す

るとともに、橋梁の長寿命化計画に取り組み、安全の確保と長寿命化による維持経費

のコスト削減を図ります。 

③ 冬期間の安全で快適な道路交通を維持するため、降雪状況に応じて柔軟に対応でき

る除排雪体制の確立を図ります。 

 

イ 交通 

① 生活路線である現行のバス路線（木古内・松前線）の維持に努めるとともに、合理

的かつ利便性の向上を図ります。 

② 交通弱者の移動手段の確保・通学手段の確保等、地域の多様なニーズに対応した当

町の公共交通のあり方について、コミュニティバス等を中心に総合的な施策の推進に

取り組みます。 

 

ウ 通信 

① 地上デジタル放送への完全移行に向けて関係機関と協議しながら、新たな難視聴地

区における受信対策として無線共聴施設の整備を推進します。 

② 地上デジタルテレビ中継局の保守により、良好な受信状況の確保を図ります。 

③ AMラジオ電波の難聴解消に向けた調査検討を行います。 

 

エ 情報化の推進 

① 高齢化社会に適応したＩＣＴの利活用を検討し、高齢者の生活の安心や産業の生産

の向上を図ります。 

② インターネットを活用した行政サービスの推進と快適な情報通信環境の向上を図る

ため、現在よりもさらに高速通信が可能となる情報インフラの整備を進めます。 
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③ ホームページの充実や行政手続きのオンライン化などの電子自治体を推進し、各種

情報サービスの充実を図ります。 

 

オ 地域間交流 

① それぞれの歴史背景等を持ちながら新たな友好の証を締結した、長崎県松浦市・長

野県木曽町との友好交流は、中学生の生徒学習交流を中心とした相互理解と人材交流

を推進し、地域経済の活性化を図ります。 

② 大学等との連携協定による学生などとの交流を促進し、地域の活性化や人材の育成

を推進します。 
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（1）市町村道 町道松浦峠線改良事業 福島町

　道路 ・測量及び試験費

・L=3,000m

町道丸山団地4号線整備工事 福島町

・道路整備工事

・L＝52.6ｍ

町道神明町1号線整備事業 福島町

・測量、設計

・L=120m　W=4.0m

町道みどり町線整備事業 福島町

・道路用地買収

町道三岳団地1号線外整備事業 福島町

・道路、排水補修

町道日向団地3号線整備事業 福島町

・改良舗装、排水工

・L=46.0m　W=4.0m

　橋梁 橋梁長寿命化事業 福島町

・町内橋梁架け替え

・維持、補修等

　その他 本町大通線デザイン照明改修事業 福島町

・デザイン照明改修14基

（5）電気通信施設等情報化のための施設 丸山地区・月崎地区電波遮へい対策事業 福島町

　テレビジョン放送等難視解消のための施設 ・無線共聴施設整備

　その他の情報化のための施設 情報通信基盤整備事業 福島町

・光ケーブル敷設20㎞

（10）過疎地域自立促進特別事業 コミュニティーバス等購入基金造成事業 福島町

・基金造成

・マイクロバス2台

地上デジタル放送対応機器購入支援事業 福島町

・デジタル対応機器購入助成金

友好市町交流事業 福島町

・児童・生徒交流

（11）その他 戸籍電算化事業 福島町

・現戸籍の電算化

事業計画（平成２２年度～２７年度）

２　交通通信体系の
　整備、情報化及び
　地域間交流の促進

事業
主体

自立促進
計    画

事　業　名
（施設名）

事業内容
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4 生活環境の整備 

（1）現況と問題点 

ア 上・下水道施設の整備 

町内の上水道は、岩部川、吉岡川の二河川を水源として、昭和 59年までの 8次にわた

る拡張工事をもって施設整備を完了しています。 

この結果、平成 21年度末では、2,218世帯、5,017人の給水人口で普及率は 94.6％と

なっています。 

しかし、老朽施設の中には石綿セメント管により布設された配水管が残っており、地

震等の災害に強いダクタイル鋳鉄管への更新が課題となっています。 

一方、下水道については未だ整備されておらず、公共施設や公営住宅及び一般住宅の

一部は浄化槽を設置しているものの、多くの生活排水は未処理のまま雨水と共に排水路

や道路側溝を通じて、大半が直接川や海に排出されており、これらが水質環境の悪化の

一因となっています。 

このため、河川等の公共用水域の水質汚濁の改善、町民の快適な生活と良好な環境を

作るため生活排水対策が課題とされています。 

 

イ 環境衛生施設の整備 

し尿処理については、松前町から木古内町まで 4 町の構成による渡島西部衛生センタ

ー（渡島西部広域事務組合）において、共同により処理業務を実施しています。 

当町においては、全町を収集区域として民間委託により収集し、衛生センターの施設

で処理をしております。 

一般廃棄物については、渡島西部四町で運営するリサイクルプラザと渡島廃棄物処理広

域連合による可燃ごみ処理施設が整備され処理体制の充実が図られております。 

一方で家庭ごみの排出量が一向に減尐しないことから、循環型社会の形成推進のため

にも、なお一層のリサイクル推進・強化が必要であります。 

 

ウ 消防・防災施設の整備 

当町は、海岸線の急傾斜地に沿って道路と並列に住宅が密集し、災害の発生しやすい

地形が各所に見受けられ、過去においては、台風や豪雨などにより被害を被っておりま

す。 

これらの災害経験を踏まえ、防災訓練などによる災害の予防、災害対策用品の備蓄や

応急対策、被災後の復旧、防災行政無線を活用した総合的な防災体制の強化を図り、日

頃より町民の防災意識の高揚に努める必要があります。さらには、高齢者を中心とした、

いわゆる災害弱者といわれる災害時要援護者に対する、地域ぐるみの防災体制の確立と

避難支援や避難所での支援の仕組みづくりを進める必要があります。 
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消防体制については、渡島西部四町による消防本部（渡島西部広域事務組合）を当町

に置き、松前・福島・知内・木古内各町に消防署を設置して消防体制を確立しています。 

当町における火災は、近年発生していない状況にありますが、火災には不注意・不始

末など人為的な出火原因もあるため、今後も予防効果を高めるための防火意識の高揚に

努めることが重要となっております。 

また、交通事故やその他の災害・事故など救急・救助の出動件数は増加する一方であ

り、その内容も複雑・多様化してきています。 

このような現状の中で、町民の安全確保のため時代に即応した消防力・救急体制の強

化が求められており、引き続き消防車や消防水利施設及び救助器具、時代に対応した高

規格救急車の更新などの必要があります。 

 

エ 住宅の整備 

当町の町営住宅は、住宅需要が多かった昭和 40年代から昭和 50年代前半にかけて建

設促進されてきましたが、年々住宅の老朽化が進んだため、平成 14年度に三岳団地及び

美山団地の建替事業を完了しています。 

平成 17年度から周囲の景観及び住環境に配慮した、丸山団地町営住宅の建替え事業が

進められています。 

今後、若者の定住促進に向けた取り組みとして、多様なニーズに対応した町営住宅の

整備が課題となっています。 

また、一般住宅建設にあたっては、快適な住環境の整備を基本理念として公的融資制

度の拡充の要請と技術相談、指導を行い持ち家住宅の建設を促進する必要があります。 

 

オ 公園・緑地の整備 

公園・緑地などの空間は、町民の休息、運動、散策などの憩いの場として、生活にう

るおいと安らぎを与えると同時に、災害時における避難広場としての役割を有していま

す。 

これからの公園緑地は、余暇時間の増大、高齢化社会の進展などによる行動様式の変

化・多様化を背景とし、コミュニティの場などとしての多目的な利用と共に、地域イメ

ージ・市街地の景観の向上を図る上からも欠かせないものとなっています。 

今後は、町内にある新緑公園、森林公園、トンネルメモリアルパークなどの整備充実

をはじめ、地域に親しまれる公園や緑地を創出していく必要があります。 

 

（2）その対策 

ア 上・下水道施設の整備 

① 石綿セメント管を早期に解消し、地震等の災害による漏断水の被害を防ぐとともに、
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老朽化している浄水場施設及び中央監視設備の更新により、安心で安全な水道水の供

給を図ります。 

② 河川等の公共用水域の水質の改善、町民の快適な生活と良好な環境を実現するため、

生活排水処理基本計画に基づき町内全域において生活排水対策を進めることとし、全

ての町民が生活排水を処理することを目標に定め、浄化槽等によって公共水域の汚濁

防止ならびに水洗化による生活環境の改善を図ります。 

 

イ 環境衛生施設の整備 

① 分別収集と資源リサイクルに係るＰＲ活動を今後も積極的に周知するとともに、家

庭から出るゴミの減量化を推進します。 

② 生ごみ処理機等の購入助成を進めるとともに、公共施設から排出される一部の生ご

みをたい肥に活用するなどの循環型社会形成の取り組みを進めます。 

③ 産業廃棄物については、事業者に対して不法処理のないよう指導の強化を図ります。 

 

ウ 消防・防災施設の整備 

① 各種防災・防火啓発活動や高齢化社会に対応した予防活動を推進するとともに、町

民の防災・防火意識の高揚を図り、「福島町災害時要援護者支援プラン」に基づき、災

害時要援護者に対する避難支援体制を確立します。 

また、火災による焼死の発生を防止するため、町内全世帯への住宅用火災報知機の

設置促進と災害時での安心確保のため防災資機材の備蓄を推進します。 

② 災害や火災の多様化に対処するため、消防設備の強化や消防水利の拡充など消防力

の強化をはじめ、消防無線のデジタル化を含めた装備の近代化を図ります。 

③ 高齢化が進み重度傷病者の搬送も多発状況にあることから、救急救命士の育成に努

めるとともに、高規格救急自動車の計画的な更新を図ります。 

 

エ 住宅の整備 

① 老朽化した町営住宅の建替を推進し、町営住宅周辺の住環境の整備と居住水準の向

上を図ります。 

 

オ 公園・緑地の整備 

① 既存公園の充実を図るとともに、家庭や地域での緑化意識の高揚を図り、道路及び

学校などの公共施設の緑化を推進します。 

② 多様なレクリエーション活動、災害発生時の避難場所・復旧活動の拠点などとして

機能する都市基幹公園、地域の特性を活かした多彩な公園、緑地などの適正な配置、

整備を図ります。  
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３　生活環境の整備 （1）水道施設 老朽配水管更新事業 福島町

　上水道 ・石綿配水管更新

・国道日向地区外

　その他 中央監視施設更新事業 福島町

・中央監視装置更新

（2）下水処理施設 浄化槽市町村整備事業 福島町

　その他 ・浄化槽整備

・各年10戸

（4）消防施設 災害対応特殊消防ポンプ自動車購入事業

・CD-Ⅰ型　1台

水槽付消防ポンプ自動車更新事業

・Ⅱ型　1台

災害対応特殊救急自動車・高度救命処置用資機材購入事業

・高規格救急自動車　1台

消防救急デジタル無線設備整備事業

・基地局・車載無線機及び携帯無線機等一式

（5）公営住宅 丸山団地町営住宅整備事業 福島町

・3棟24戸、道路整備、解体工事

（6）過疎地域自立促進特別事業浄化槽推進促進事業 福島町

・浄化槽推進補助金

街路灯助成事業 福島町

・街路灯料金助成

防火体制整備事業 福島町

・津波ハザードマップ作成

・防災備蓄整備

（7）その他 新緑公園整備事業 福島町

・公園長寿命化委託外

普通河川板橋川護岸整備事業 福島町

・施工延長L=300m

・土砂除去L=300m

旧火葬場解体事業 福島町

・ダイオキシン、アスベスト調査

・解体工事

広域事務
組合

広域事務
組合

広域事務
組合

広域事務
組合

事業計画（平成２２年度～２７年度）

事業
主体

事業内容
事　業　名
（施設名）

自立促進
計    画



35 

 

5 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（1）現状と問題点 

ア 保健福祉 

本来、健康づくりは個人の健康観に基づいて一人ひとりが主体的に取り組む課題です

が、尐子高齢化が進展するなど生活環境が厳しさを増す中で、個人の力だけでは健康を

実現することは大変困難な状況にあり、健康を実現するために地域全体で個人の健康増

進を支援していくことが必要不可欠となります。 

当町では、自分の健康は「自分で守る」ことを基本としつつ、支援体制の充実に向け

て健康運動や生活改善に向け保健指導、がん検診などを積極的に推進することで早期発

見・早期予防に努めております。 

また、民間の福島医歯会や関係機関が主体となって行っている「健康フェスティバル」

などを通じて、町民へ健康の大切さなどの意識啓発の普及を図っております。 

 

イ 高齢者福祉 

当町の 65 歳以上の高齢化率は、平成 17 年国勢調査で 31.3％に達しており、全国

（20.1％）・全道（21.4％）の平均を大きく上回っており、年々、増加の一途をたどって

おります。 

このような状況において特に近年は、65歳以上の高齢者の一人暮らしや夫婦世帯が増

加しており、これら家族のサポートが期待できない一人暮らし世帯等に対する地域全体

での支援が緊急の課題となっております。 

当町では、一人暮しに不安を抱えている高齢者が安心して生活を送ることができる環

境の整備として、生活支援ハウスやグループホームが整備され、高齢者が住みなれた地

域で安心して生活を継続することができるような取り組みを進めております。 

また、当町においては、自分の健康と支える人となるための健康づくりを進めながら、

住民相互が支えあい、助け合い活動による“きずな”を深め、助けられる人の幸せと助

ける人の生きがいをつくる仕組みづくりに挑戦しています。 

 

ウ 児童福祉 

尐子高齢化社会の到来や核家族化、働く女性の増加や価値観の多様化などにより、子

どもや家庭を取り巻く情勢や環境が大きく変化しています。とりわけ、子どもの生活環

境においては、外に出て友だちと遊ぶことが減っているなど遊び自体の変化や遊ぶ時間、

異なる年齢の子どもたちや大人などとの交流機会も尐なくなってきています。 

このようなことから町では、弾力的な保育体制の充実に努めるとともに、運動保育や

学童保育の整備を図ることで、子供たちの本来持っている基礎体力の増進と親が安心し

て働ける環境づくりを図っております。 
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また、子育て中の親には、育児に対する精神的・肉体的負担感、育児経費の増大によ

る経済負担など、不安や負担が増大しており、また、全国的に児童虐待が顕著になって

いる現状において、子育て家庭の孤立が大きな問題になっています。 

子育ては家庭を基本としておりますが、ボランティアの協力による子育て教室や保健

師などによる育児教室の充実を図っております。 

また、ひとり親家庭は、当町でも年々増加傾向にありますが、経済的自立と生活意欲

助長のため、適切な相談・指導、援助を進めております。 

 

（2）その対策 

ア 保健福祉 

① がん検診などの検診率の向上を図り、早期発見・早期治療に努め、医療費を抑制す

る“元気循環型”の健康づくりを進めます。 

② いきいき健康ふくしま２１の行動計画を積極的に推進します。 

③ 子宮頸がんワクチンや新たながん検診など効果的ながん予防を推進します。 

④ 町民一人ひとりが健康づくりの重要性を自覚し、生活習慣の改善、疾病の予防など

健康意識の高揚を図ります。 

 

イ 高齢者福祉 

① 地域福祉計画で掲げた目標「協働福祉」、「健康福祉」、「安心福祉」の実現を推進し

ます。 

② 高齢者が健康を保ち、住みなれた地域で安心して生活を続けることできるよう高齢

者の居場所づくりを進め、高齢者の生きがいづくりを推進します。 

③ ひとり暮らしの高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、介護支援サーポ

ーターやボランティアによる見守り等の事業を推進します。 

④ 災害時に高齢者などの災害時要援護者が迅速に避難できるよう、災害時要援護者避

難支援プランに基づいた体制づくりを整備します。 

 

ウ 児童福祉 

① 若者が生まれ育った地域で定住ができ、安心して子供を産み育てることができるよ

うな住宅や子育て支援制度を推進します。 

② 保護者の就労体系の多様化に対応した柔軟な保育体制に努めるとともに、保育所と

幼稚園が一体となった認定こども園の整備を推進します。 

③ ひとり親家庭の生活を支え、経済的自立を促進するため、各関係機関と連携して適

切な指導・援助を行うとともに、事業所などへの雇用啓発に努めて就労の促進を図り

ます。 
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（1）高齢者福祉施設 福島町

　高齢者生活福祉センター

　その他 福島町

福祉センター集会室改修事業 福島町

・集会室改修工事

（4）認定こども園 福島町

（7）過疎地域自立促進特別事業 福島町

福島町いきいき健康ふくしま21推進事業
・肺炎球菌予防接種外

生活支援ハウス整備事業
・定員9人
・施設増築

（仮称）福島町地域福祉交流センター
建設事業
・木造平屋建
・A=260㎡

認定こども園整備事業
・保育室拡張工事
・浄化槽入替

安心生活創造事業
・見守り・買い物支援

４　高齢者等の保健
　福祉の向上及び増
　進

自立促進
計　　画

事　業　名
（施設名）

事業内容

事業計画（平成２２年度～２７年度）

事業
主体



38 

 

6 医療の確保 

（1）現状と問題点 

近年の尐子高齢化により、町民の高齢化率が年々上昇する傾向にある中、医療に対する

需要も増大しております。 

当町の医療機関は、民間による一般診療 2 施設、歯科診療 3 施設となっておりますが、

近隣町の総合病院等との連携が重要であり、また、急病患者に対応した救急搬送に関する

医療体制を充実する必要があります。 

 

（2）その対策 

① 町民が地域で良質な保健医療サービスを受けることができるよう、地元医歯会との

連携を密にするとともに、基幹病院との広域的医療体制の充実を図ります。 

 

 

 

検診受診等状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：福祉グループ） 

 

  

年度区分 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成20年 平成21年

受診項
目

受診者数 受診者数 受診者数 受診者数 受診者数 受診者数 受診者数

7,021 6,913 6,819 6,646 6,548 5,549 5,398

1,061 1,092 1,083 1,123 1,133 757 510

248 258 325 327 337 260 243

151 163 132 149 155 131 148

288 237 240 233 219 150 163

40 32 46 30 31 30 16

921 853 995 427 597 356 381

1,657 1,255 1,101 1,549 2,626 749 1,066

人　　口
（4月1日現在）

３ 歳 児 検 診

健 康 教 育

健 康 相 談

特 定 検 診

胃 が ん 検 診

子 宮 が 検 診

乳 幼 児 検 診
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7 教育の振興 

（1）現況と問題点 

ア 幼児教育の充実 

幼児教育は、幼児が生涯にわたり、こころ豊かでたくましい力を身につけ、自発的な

活動の基礎を培う重要な役割を持っています。 

当町には、町立、私立あわせて 2 つの幼稚園と 1 つの町立保育所がありますが、幼児

の絶対数の減尐により、小規模での幼児教育・幼児保育が実施されている現況にありま

す。 

幼児教育を進めるためには、幼稚園においては、自発的な活動の展開とともに家庭や

地域との連携を深めながら、地域や幼稚園の特性を生かした教育内容の充実を図る必要

があります。 

 

イ 義務教育の充実 

義務教育は、心身ともに健康で未来を担うにふさわしい人間性豊かな児童・生徒の育

成を図るため、人や自然、社会にやさしく豊かな感性を身に付ける情操教育を実践し、

生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を担っています。 

当町の児童・生徒数は、年々減尐しており今後も減尐の傾向にあり、地域における学

校教育が集団教育の任を十分に果たすことのできない状況の中で学校統合による集約化

を余儀なくされておりますが、尐人数の複式校にあっても学校や地域の協力により、異

世代間交流を通じて、人間性豊な情操教育を図るなどの特色ある教育を推進する必要が

あります。 

 

ウ 高等学校教育の充実 

当町には、昭和 40年に道立に移管された道立福島商業高等学校があり、昭和 62年に

は近代的な校舎として三岳地区に新築され、教育環境の整備が進められました。 

学級数は尐子化や進学志望の多様化などが相まって、6学級から 3学級に減尐となりま

したが、平成 20年度から地域キャンパス校として、センター校である函館商業高等学校

と連携しながら、各種の資格取得や体験学習など、魅力のある教育実践の展開が図られ

ております。しかし、尐子化の状況の中で、入学者の減尐傾向は、今後もより厳しさを

増すことが予測されます。 

 

エ 生涯学習の充実 

社会教育は、生涯にわたる生活に即した自主的・組織的な相互教育活動であり、経験

を通して知識を吸収し、また、技術を修得していくことによって人間としての資質の成

長・発達を図ることが要求されます。 
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当町においては、尐年・青年・成人教育について活動を推進しておりますが、会員の

固定化や尐子高齢化に伴い、自主的な活動が低下している状況にあります。 

こうした状況の中、一貫した生涯教育を基本に推進し、各種活動を連携させて活発化

させることが課題となります。 

 

オ 社会体育の充実 

近年における生活水準の向上や余暇時間の増大などにより、生活環境が大きく変化し

ている中で、運動不足や健康への不安が大きな話題となっています。 

このことから楽しく身体を動かす健康づくり・体力づくり、地域や人との交流を促進

し、スポーツ・レクリエーション活動を考え、各年齢階層を統合した「生涯体育」のく

くりの中で異世代間の交流も含めて、一貫した生涯体育の充実を推進し、連携させての

相乗効果により活発化させることが課題となります。 

 

 

学校組織及び施設状況（H21 年度） 

 

 

（資料：学校教育グループ） 

  

単 複 教員 養護 事務官 その他 計

中央棟 2,032 S54.11 鉄筋コンクリート 校長住宅 １戸 H6

東　 棟 532 S49.10 鉄骨 教員住宅 － －

体育館 707 S55.11 鉄骨 計 １戸

計 3,271

 中央棟 1,908 H4.12 鉄筋コンクリート 校長住宅 － －

 南   棟1,446 S53.12 鉄骨 教員住宅 ８戸 H1～4

 体育館 1,097 H9.11 鉄骨 計 ８戸

計 4,451

中央棟 963 S43.44 鉄骨 校長住宅 － －

 北   棟 305 S56.11 鉄骨 教員住宅 ４戸 H10

 体育館 361 S45.11 鉄骨 計 ４戸

計 1,629

中央棟 1,809 S59.12 鉄筋コンクリート 校長住宅 １戸 H6

 北   棟 362 S51.11 鉄骨 教員住宅 ８戸 H5・H7

 西   棟 172 S40.3 鉄骨 計 ９個

 体育館 701 S59.12 鉄骨

計 3,044

中央棟 3,123 S61.12 鉄筋コンクリート 校長住宅 １戸 H2

体育館 1,193 H8.2 鉄骨 教員住宅 ８戸 H1～4

計 4,316 計 ９個

学校別 児童数
学級数

小
学
校

吉岡小

福島小

白符小

39

170

（H20.4
福島小
学校へ
統合）

棟別

3

7

2 7

11

教職員数

1

1 1

1 1

1

10

14

吉岡中

福島中

中
学
校

29

92

3 10

3 9

1 1 131

1 1 1 12

計 4944437216330

面積 建築年 構造 教員住宅
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（2）その対策 

ア 幼児教育の充実 

① 地域のニーズにより保育の実施に努めるとともに、幼児一人ひとりの良さや可能性

を生かした教育の実践を図ります。 

② 近年の尐子化により幼児同士のふれあいが尐なくなっていることから、集団による

幼児教育に努めるとともに、認定こども園など幼保一体化の整備を図ります。 

 

イ 義務教育の充実 

① 快適な学習環境で教育を推進するため、老朽化している校舎等の整備を図るととも

に、教育効果を高める教材・教具の計画的な整備を推進します。 

② 地域の先人の偉業や当町の自然を学ぶとともに、学校施設を開放するなど地域間交

流と豊かな感性を身に付ける情操教育を推進し、自ら学ぶ意欲を高め創造力・基礎学

力の向上を図ります。 

③ 児童・生徒の健康増進を図るため、各種検診を実施し、また、安全でおいしく、栄

養バランスに配慮した給食を提供するため、尐子化にも配慮した学校給食センターを

整備するとともに、地産地消による食育を推進します。 

 

ウ 高等学校教育の充実 

① ボランティア活動や職場体験、郷土の文化・芸能等町民とのふれあいの中で、社会

生活に対応できる人間形成に努めます。 

② 尐子化などの影響による入学者の減尐が続いていることから、町外を含む生徒確保

に向けての支援対策に努めながら、高校存続に向けた取り組みを進めます。 

③ 大学との連携協定により、魅力ある教育環境づくりを推進します。 

 

エ 生涯学習の充実 

① 社会教育活動の目標や指針を示すものとなる第 5 次社会教育中期計画を推進するた

め、本計画を指針とした各分野の施策の実現に向けて、行政機関及び団体と町民が一

体となった体制づくりを推進します。 

② 多様化する学習ニーズに応える学習機会の提供と充実を図ります。 

 

オ 社会体育の充実    

① 社会体育の振興と指導者の育成を図るとともに、社会体育施設の充実に努めます。 
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６　教育の振興 （1）学校教育関連施設 福島町

　給食施設

（3）集会施設、体育施設等 福島町

　その他

福島町

（4）過疎地域自立促進特別事業 福島町

福島町

自立促進
計　　画

事　業　名
（施設名）

事業内容

学校給食センター建設工事
・実施設計
・本体工事外

総合体育館改修工事
・外壁改修工事

福島商業高等学校存続対策事業
・入学奨学金
・通学費補助

町民プール改修事業
・プール本体補修
・ろ過装置改修

基礎学力向上対策支援事業
・チームティーチング

事業計画（平成２２年度～２７年度）

事業
主体
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8 地域文化の振興等 

（1）現況と問題点 

伝統ある貴重な文化財を守り後世に伝えていくためには、住民一人ひとりが文化財の

意義を正しく理解し、伝統文化に誇りを持つとともに、これを大切にしていくことが重

要であります。 

伝統文化の記録保存や伝承活動を充実し、地域住民が文化財に親しみ、伝統文化への

理解を深めていく機会の拡充を図るとともに、後継者育成などに努める必要があります。 

 

○松前神楽 

これまで、後継者育成事業により若手演技者の育成や、また記録保存も既に手がけてお

りますが、伝統文化の公開や展示を通じて、文化財保護意識の啓蒙に努める必要がありま

す。 

 

 

○福島大神宮例大祭 

後継者育成事業により、演技者は増加したものの、尐子高齢化による人口減により参加

者の不足が課題となっております。 

 

○白符荒馬踊 

地区の伝統芸能として長く伝承されて来ておりますが、当地区も尐子高齢化により人口

減に歯止めが効かず、演技者不足及び後継者育成が最大の課題となっております。 

 

（2）その対策 

① 福島町における松前神楽などの先人が守り伝えた伝統文化の保存・伝承に努めると

ともに、伝承者の育成を図りながら地域に根ざした伝承文化の継承活動を進めます。 
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７　地域文化の振興 （2）過疎地域自立促進特別事業 地域伝統文化振興事業 福島町

・宮歌村文書解説書外作成

・文化財修繕（松前神楽）

事業
主体

事業計画（平成２２年度～２７年度）

自立促進
計　　画

事　業　名
（施設名）

事業内容
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9 集落の整備 

（1）現況と問題点 

当町の集落形成は、漁家集落であった五つの集落（礼髭村・吉岡村・宮歌村・白符村・

福島村）から成り立っておりましたが、明治期以降の町村制施行により、福島町と吉岡

村の二つの町村となり、更に、昭和 30年の両町村合併で現在の福島町が誕生しておりま

す。 

このような状況において、市街化形勢は、町内を縦貫する一般国道 228 号と道道２路

線に沿った集落で構成され、大きく福島地区と吉岡地区という比較的バランスの取れた

街並みとなっています。 

両地区においては、一般住宅の整備は一部地域で促進されているものの、その他の地

域では老朽化による同一地区での建替が大半であり、一方、人口の流出に伴う集落の縮

小化、高齢化が進んでいる地域もあるため、両地区に集積されている公的住宅の需要に

見合った建替等による整備が求められています。 

今後とも、宅地や公共施設等における計画的な整備の中で、自然環境の保全・維持に

配慮し、快適な集落の形成維持に向けた整備充実を図る必要があります。 

 

（2）その対策 

① 既存集落の維持及び公営住宅の住民ニーズにあった建替等を推進し、快適な住環境

を整備します。 
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10 その他地域の自立促進に関し必要な事項 

（1）現況と問題点 

過疎地の現状は、人口減尐・高齢化の進展が著しく加速度的に進んでいます。特に当町

においては、若年層における人口減が顕著となっており、高齢化や地域を支える産業の担

い手不足、地域活性化の衰退などの要因となっています。 

さらに、若年層の流出は地域力や地域コミュニティの低下を招くとともに尐子化が進み

地域経済に与える影響も大変大きなものとなっています。 

地域産業の活性化や地域力向上を図り尐子化に歯止めをかけるためには、若年層の定住

促進が急務となっております。 

 

当町は、青函トンネル工事の北海道側工事基地であったことから、人口増や社会環境の

変化に対応するため、学校をはじめとする公共施設の多くが昭和 40年代から 50年代にか

けて整備されております。 

これら町が所有する公共施設の多くが築 25 年から 30年を経過しており、設備の老朽化

の問題を抱えています。 

このような状況の中、老朽化が進み公共施設として廃止したものや、また、小学校や中

学校においては、尐子化の影響により統合を進め廃校になった小学校などの処分を含めた

有効利用が課題となっており、施設や跡地の有効利用について取りまとめる必要がありま

す。 

 

（2）その対策 

① 若年層の流出を食い止め、定住を促進するためには、総合的・計画的な施策を展開

する必要があることから定住及び尐子化対策検討プロジェクトを策定し、若年層への

各種支援を図ります。 

② 廃止した公共施設や跡地の有効利用を図り、安心で安全なまちづくりを進めるため、

公共施設・跡地利活用計画を策定します。 
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９　その他の地域の自立促進に関し
必要な事項

過疎地域自立促進特別
事業

若者の定住及び尐子化対策検討プロジェクト
・定住対策等検討委託

福島町

公共施設・跡地利用計画書策定事業
・現況調査、利活用検討
・計画書

福島町

事業計画（平成２２年度～２７年度）

事　業　名
（施設名）

事業内容
事業
主体

自立促進
計　　画



48 

 

事業計画（平成２２年度～２７年度）  過疎地域自立促進特別事業分 

自立促進施策区分 
事 業 名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

１ 産業の振興 

 

○果樹栽培振興事業 ・ブルーベリー苗木等購入助成 町 
 

○ウニ移殖放流事業 ・キタムラサキウニ移殖放流 

 

その他 
 

○産学官連携産業活

性化事業 

 

・講習会の開催、商品開発及びマ

ーケティング調査外 

町 

 

○地域経済消費拡大

活性化事業 

 

・プレミアム付商品券発行事業に

対する補助金 

その他 

 

２ 交通通信体系

の整備、情報化及

び地域間交流の

促進 

○コミュニティバス

等購入基金造成事業 

・基金造成 

・マイクロバス 2台 

町 

 

○地上デジタル放送

対応機器購入支援事

業 

・低所得者に対するデジタル対応

機器購入助成 

町 

 

○友好市町交流事業 ・児童・生徒交流 町 
 

３ 生活環境の整

備 

 

○浄化槽推進促進事

業 

・水洗トイレに改修に対する補助

金 

町 
 

○街路灯助成事業 ・街路灯料金助成 町 
 

○防火体制整備事業 ・津波ハザードマップ作成 

・防火備蓄整備 

町 
 

４ 高齢者等の保

健福祉の向上及

び増進 

 

○安心生活創造事業 ・高齢者等に対する見守り、買い

物支援外 

町 
 

○いきき健康福島 21

推進事業 

 

・肺炎球菌予防接種外 町 

 

５ 医療の確保     

６ 教育の振興 

 

○基礎学力向上対策

支援事業 

・チームティーチング外 町 
 

○福島商業高等学校

存続対策事業 

・入学奨励金 

・通学費補助 

町 
 

７ 地域文化の振

興 

○地域文化振興事業 ・古文書解説書外作成 

・文化財修繕（松前神楽）外 

町 
 

８ 集落の整備     

９ その他の地域

の自立促進に関

し必要な事項 

○若者の定住及び尐

子化対策検討プロジ

ェクト 

・定住対策等検討委託 

 

町 

 

○公共施設・跡地利用

計画書作成事業 

・現況調査、利活用検討 

・計画書作成 

町 

 

 


